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権

蹄.

第
一
節

一一一一

詞

一
般
的
に
こ
れ
を
見

τ、
小
作
権
正
名
〈
ぺ
き
獅
立
り
機
利
ゆ
存
す
る
の
は
、
永
小
作
制

ω下
に
於
て
の
ニ
己

で
あ
る
o

永
小
作
制
に
在
つ
て
は
小
作
権
は
物
権
己
し
て
認
め
ら
れ
、
従
て
地
主

ω
意
思
を
離
れ
て
濁
立
り
存
在

を
有

L
・
小
作
人
は
白
向
に
こ
れ
を
責
民
譲
渡
す
る
こ
ご
も
出
来
れ
ば
鱒
貸
す
る
ニ
E
も
出
来
る
筈
で
ゐ
る
o

然

る
に
普
通
の
小
作
閲
係
は
償
機
関
係
の
一
一
組
た
る
に
過
ぎ
な
レ
か
ら
、
小
作
人
の
有
す
る
楢
利
は
た
ャ
地
主
に
封

す
る
債
雄
ご
し
て
.
地
主
の
意
思
吉
小
作
人
の
意
思
ご
め
相
劃
関
係
に
於
て
成
立
ち
、
永
小
作
拙
の
や
う
に
直
接

に
土
地
そ

ω
も
の
に
劃
す
る
権
利
で
は
な
い
。

き
れ
ば
喜
一
樽
の
小
作
制
度
に
於
て
も
・
永
仰
闘
係
に
つ
い
て
見
れ
ば
・
物
権

Z
L
て
の
永
小
作
権
が
存
す
る
け

れ
ど
も
、
普
通
の
伺
閥
係
に
つ
い
て
は
、
か
、
る
意
味
の
小
作
権
ご
い
ふ
も
の
は
存
せ
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
原

論

叢

丸

選
栂
白
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

λ
四一一一

第
プミ

披

一-

........・4祖.



第
二
十
六
笹

第
:た
観

壷
漕
白
・
小
作
制
度

O 

λ
四
四

論

昔量

則
通
h
に
債
権
関
係
官
し
て
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
ぎ
る
こ
己
は
.
前
に
之
を
明
か
に
し
仕
通
・
り
で
あ
る
。
従
て
蕊

に
い
よ
小
作
権
な
る
も
の
は
、
た
い
其
意
味
に
於
け
る
債
権
己
し
て
の
小
作
人
の
有
す
る
権
利
を
指
す
も
の
に
外

な
ら
ぬ
。

第
二
節

小
作
権
の
確
賓
性

右
の
意
味
に
於
り
る
小
作
様
な
る
も
の
が
、
ど
の
位
確
貨
な
も
の
で
ゐ
る
か
に
つ
い
て
先
づ
考
へ
て
見
る
に
、

小
作
契
約
が
書
面
に
依
て
篤
さ
れ
た
h
、
叉
懇
話
せ
ら
れ
た
hJ
す
る
場
合
に
は
・
比
較
的
確
貨
の
も
の
吉
見
る
こ

さ
が
出
来
る
が
・

目
頭
契
約
の
場
合
に
は
、
そ
の
確
寅
さ
を
知
る
ニ
芭
は
困
難
で
あ
る
。
た
h
y

併
し
乍
ら
、
濁
り

毒
融
問

Z
い
は
?
一
般
的
に
幼
稚
な
小
作
制
度
の
存
す
る
所
で
は
、
地
主
吉
小
作
人
吉
の
闘
係
は
、

Z

P

R
屯
主
再

T
司
ロ
四
車
7
1
主

I

務
的
閥
係
で
な
〈
て
情
説
関
係
で
結
ぼ
れ
て
居
る
の
が
例
に
か
ら
、
官
宮
崎
に
於

τも
、
斯
か
る
情
誼
的
な
関
係
の

今
向
ほ
残
存
す
る
所
ゐ
る
は
、
否
み
難
い
所
で
ゐ
る
o

そ
し
て
其
の
情
誼
闘
係
の
存
す
る
限
り
は
、

口
約
必
す
し

も
不
確
質
な
ら
?
、
地
主
も
小
作
人
も
互
に
信
義
を
重
ん
じ
、
書
式
契
約
を
す
る
必
要
が
な
V
か
ら
口
約
契
約
で

済
ま
す
己
い
ふ
風
に
解
せ
ら
れ
る
か

E
も
め
る
次
第
に
か
ら
、
そ
ん
な
所
で
は
小
作
機
は
か
な
り
確
貨
で
、
然
か

も
永
年
に
渉
っ
て
契
約
閲
係
が
持
鋭
き
れ
る
。
幾
ら
書
面
に
依
る
巌
重
な
契
約
を
し
て
も
賞
事
者
が
た
い
v
利
害
の

打
算
一
貼
張
h
で
結
合
し
て
居
る
所
で
は
、
契
約
閥
係
は
却
っ
て
弛
〈
、
小
作
人
の
擁
利
も
薄
弱
な
る
を
兎
れ
な

ー・..'・祖



し、。
蓋
中
州
盛
に
於
て
、
書
式
契
約
な
る
ご
口
頭
契
約
な
る
t
L
T
問
は
守
、
す
べ
て
十
年
以
上
引
舗
聞
き
同
一
土
地
を

小
作
す
る
も
の
は
確
質
な
る
小
作
権
の
件
ふ
も
の
芭
看
倣
L
、
六
年
以
上
総
舗
の
も
の
は
稿
』
確
貨
な
る
も
の
芭

み
て
調
食
し
た
所
に
よ
る
ご
、
調
査
小
作
農
家
戸
数
一
五
、
四

O
六
戸
中
に
於
て
、
小
作
植
の
確
貨
な
る
も
の
四
、

二
九
二
戸
(
二
七
・
九
%
)
精
々
一
修
貨
な
る
も
の
三
二
二
一
四
一
戸
合
二
・
七
係
)
古
い
ふ
結
果
を
得
た
o

即
も
調
査
戸

町

，

数
中

ω大
健
字
数
は
確
貨
な
る
又
は
精
I
確
質
な
る
小
作
権
を
有
す
る
有
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

小
作
権
の
譲
渡
及
韓
貸

普
通
の
小
作
関
係
に
在
っ
て
は
、
小
作
権
ピ
い
っ
た
所
で
、
そ
れ
は
た
い
γ

地
主
に
封
す
る
人
的
関
係
に
依
て
成

れ
る
も
の
た
る
に
渇
吉
な
い
か
ら
、
幾
ら
確
賞
性
に
富
ん
だ
も
の
で
も
、
共
の
譲
渡
の
如
き
は
自
由
に
行
は
れ
る

き
れ
ば
之
を
費
地
に
つ
い
て
み
る
も
、
各
州
ご
も
小
作
梢
譲
渡
の
習
慣
は
存
し
て
ゐ
な
い
。
各
州

小
作
慣
行
概
要
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
た
い
高
雄
州
に
於

τの
み
、
特
殊
の
農
場
に
つ
い
て
そ
の
行
は
れ
る
孟
古

も
の
で
な
い
。

あ
る
を
記
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ

L
て
其
譲
渡
の
行
は
れ
る
に
つ
い
て
支
抑
は
れ
る
債
格
は
一
甲
蛍
b
三
百
岡
乃
至

間

三
百
五
十
園
位

r
zの
-
』
正
で
あ
る
。

小
作
権
の
轄
貸
は
内
地
じ
於
て
も
随
分
行
は
れ
る
が
、
憂
国
間
で
も
各
州
に
其
慣
習
が
あ
る
。
そ
し
て
之
を
行
ふ

首

設

第
二
十
六
巻

第
大
観

久
四
五

室
園
時
四
小
作
制
度

農政喪料第一軒一首。

各州'J、作慣行概甚八頁。
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第
ニ
十
六
魯

凡
四
六

第
六
揖

輸

議

蜜
樽
白
小
作
制
度

者
は
多
〈
は
接
利
を
目
的
ご
す
る
の
で
あ
っ
て
、
佃
関
又
は
賎
頭
E
稽
す
る
の
が
普
通
ピ
が
、
二
手
頭
家
又
は
二

手
中
間
者
百
も
い
ふ
O
(

壷
商
州
)
尤
も
伺
頭
ご
い
ム
者

ω中
に
は
地
主
己
小
作
人
ご
の
契
約
に
基
き
小
作
料
取
立

の
請
負
を
錯
す
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
壷
北
州
に
多
い
。

第
四
簡

小
作
地
の
利
用

次
に
小
作
地
の
刺
周
に
闘
し
で
も
普
通

ω小
作
附
係
仁
於
て
は
、
小
作
人
は
小
作
地
を
契
約
に
依
る
利
用
み
法

以
外
の
方
法
に
於
て
用
ゐ
る
こ
ピ
ゃ
、
小
作
地
の
形
朕
性
質
等
を
鐙
克
す
る
如
き
こ
正
は
、
許
き
れ
な
い
の
が
原

別
で
あ
る
。
卸
も
各
州
小
作
慣
行
概
要
に
よ
れ
ば
‘
牽
北
州
に
於
て
は
地
自
の
盤
換
、
医
剖
の
品
製
瓦
等
の
如
、
晶
、

JG

・」

さ
を
震
す
場
合
仁
は
、
地
主
の
承
諾
を
妥

L
・
地
形
を
麗
し
小
作
料

ω減
少
を
来
す
や
う
な
利
用
を
す
る
こ
E
も

同
様
で
ゐ
品
。
猶
叉
地
カ
を
捗
退
せ
し
め
る
や
う
な
作
物
例
へ
ば
甘
薦
を
栽
培
し
た

b
、
永
年
作
物
を
栽
培
し
た

・
り
す
る
-
』
ご
は
禁
性
ら
れ
る
の
も
あ
れ
ば
制
限
せ
ら
れ
る
の
も
あ
b
、
又
地
主
の
承
諾
を
要
す
る
こ
ご
に
な
っ
て

居
る
の
も
あ
る
。
折
作
貯
に
於
て
も
、
地
形
の
観
真
、
匝
劃
の
改
正
、
地
目
の
麓
夏
等
を
行
ふ
こ
さ
が
耕
作
上
有

利
な

Z
E
に
も
地
主
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
之
を
行
ふ
を
得
な
い
。
防
風
林

ω枝
僚
を
伐
株
す
る
こ
ご
は
小
作
人

の
自
由
に
が
、
附
帯
資
本
セ
除
去
し
た
り
愛
一
具
し
た
り
之
に
加
工
し
た
b
す
る
・
」
ご
は
地
主

ω承
諾
を
要
す
る
o

又
普
通

ω田
畑
に
は
茶
樹
や
果
樹
な
ど
の
や
う
な
氷
年
作
物
を
槌
へ
た
り
、
芸
他
一
般
に
土
地
を
痔
せ
し
な
る
作

， ..・.~，頑固，



物
を
栽
培
す
る
を
禁
守
る
。
叉
小
作
期
間
満
了
の
蛍
年
に
は
水
回

ω薦
作
を
禁
中
る
地
方
が
あ
る
。
毒
中
州
、
高

雄
州
に
於
て
も
大
穂
岡
山
悦
で
あ
る
。

第
五
節

作

解

約

小

次
に
は
小
作
の
解
約
に
闘
し
て
考
察
せ
な
け
れ
ば
な
ら
凶
が
、
書
式
に
依
る
契
約
に
於
て
は
、
小
作
契
約
期
間

の
定
め
ら
れ
る
が
普
通
で
あ
る
し
、
叉
口
頭
契
約
に
於

τも
識
的
契
約
期
闘
を
定
め
る
こ
ど
が
あ
る
。
そ
れ
等

ω

場
合
に
つ
い
て
は
契
約
は
期
限

ω到
来
ピ
其
に
解
か
れ
る
次
第
で
、

原
則
的
に
は
之
に
閲
し
て
多
く
の
問
題
は
な

い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
口
頭
に
依
る
契
約
に
は
、
前
か
ら
麗
I
之
を
明
か
に
し
た
や
う
に
期
限
の
定
め
の
無
い
の
一

が
多
い
Y

O

従
っ
て
其
場
合
に
於
て
す
る
解
約
に
つ
い
て
は
、
慣
習
の
行
は
れ
る
寅
朕
じ
つ
い
て
概
察
す
る
必
要
が

あ
る
。豪

北
州
に
て
は
嘗
事
者
の
一
方
が
解
約
せ
ん
ご
す
る
ご
き
は
、
前
年
中
秋
(
醤
暦
入
日
十
五
日
)
迄
に
申
出
で
、

地
主
は
小
作
人
に
定
頭
金
を
返
却
し
、
耕
地
引
渡
時
期
に
其
引
渡
を
行
ふ
の
で
あ
る
o

新
竹
州
仁
て
も
や
は
b
前

年
中
秋
ま
で
に
申
山
で
る
の
が
普
通
に
が
、
地
方
に
依

τは
醤
暦
六
月
二
十
二
日
迄
に
申
出
を
震
す
こ
正
に
な
っ

て
居
る
。
肇
中
州
に
で
も
前
年
中
秋
迄
に
叉
稀
に
は
作
物
牧
穫
前
三
ヶ
月
頃
に
申
出
を
匁
す
o

地
主
か
ら
小
作
人

に
定
頭
金
を
返
却
す
る
こ
ご
は
二
州
己
も
同
様
で
あ
る
。
官
室
南
州
及
高
雄
州
に
て
は
耕
地
引
渡
期
よ
h
一
乃
至
三

歯

壷
抽
障
の
小
作
制
度

λ
凹

E

第
プミ
樟

第
ニ
十
武
器

叢

a
 

d
 d' 
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第
六
抗

凡
四
八

第
二
十
六
容

四

論

最

蓋
{
博
市
町
小
作
制
度

ヶ
月
前
に
申
出
を
す
る
の
で
あ
る
。

右
に
示
す
慣
習
は
各
州
小
作
慣
行
概
要
中
に
は
、
中
途
解
約

t
L
て
記
述
さ
れ
て
あ
る
り
れ
J

と
も
、
之
を
中
途

解
約
ご
見
る
は
ど
う
も
穏
賞
で
な
い
ゃ
う
で
ゐ
る
。
中
途
解
約
百
い
へ
ば
契
約
期
間
の
定
ま
っ
て
居
る
も
の
じ
於

て
、
共
の
期
限
の
到
来
し
な
い
先
に
解
約

ω行
は
れ
る
の
で
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
然
る
に
右
一
不
す
所
は
何
れ
も
期

間

ω
定
め
な
き
契
約
に
づ
い
v
t
行
は
れ
る
解
約
で
あ
る
か
ら
、
単
純
な
る
契
約
の
解
除
仁
過
ぎ
な
い
。
期
間
的
定

な
き
契
約
は
貨
は
何
時
で
も
常
事
者
的
意
思
い
い
よ
り
解
約
的
出
来
る
性
質

ωも
ωで
あ
っ

τ、
そ
れ
が
た
い
小
作

己
い
ふ
業
務
の
性
質
上
、
作
物
や
土
地
利
用
に
関
す
る
便
宜

ω時
期
を
考
へ
て
、
右
諸
州
内
慣
習
的
示
す
が
如
く

大
抽
出
前
年
の
中
秋
迄
若
〈
は
三
グ
月
ば
か
り
前
に
申
込
を
矯
し

τ武
νて
、
耕
地
引
渡

ω時
期
正
し
て
慣
習
上
定

ま
れ
る
時
期
(
前
阪
に
之
を
示
し
た
)
に
土
地
の
逗
泣
引
波
を
銭
す
次
第
で
あ
る
。
き
れ
ば
右
に
示
す
所
の
も
の
は

何
れ
も
、
縦
続
期
間
り
定
な
き
小
作
契
約
即
ち
所
詞
不
定
期
小
作
契
約
に
於
て
行
は
れ
る
正
規

ω解
約
ピ
見
る
外

は
な
い
。
従
て
炉
、
る
場
令
に
於
り
る
解
約
に
円

J

い
て
は
、
そ
の
事
に
作
ふ
損
害
賠
償

ω問
題
は
普
通
に
は
起
き

τ来
な
い
筈
で
あ
る
。

第ノ、
節

中
途
解
約
に
件
ふ
賠
償

契
約
期
聞
の
定
ま
れ
る
も
ゆ
に
於
て
は
、
其
期
限
到
来
前
仁
局
さ
れ
る
解
約
は
、
集
の
中
途
解
約
で
あ
る
か

• 
....'・4正



ら
、
其
解
約
の
潟
に
は
営
事
者
の
一
方
が
損
失
を
被
る
ご
芭
が
あ
り
得
る
o

従
て
そ
の
損
害
賠
償
の
問
題
か
起
言

こ
れ
に
闘
す
る
各
州
め
慣
行
を
み
る
に
、
筆
北
州
に
於
て
は
、
地
主
よ
り
解
約
す
毛
場
合
に
は
、
短
期

て
来
る
。

の
普
通
作
物
を
栽
培
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
賠
償
の
例
が
無
V
o

永
年
作
物
に
つ
い
て
は
、
趨
常
に
見
積
っ
て
地

主
か
ら
小
作
人
仁
支
挑
ふ
。
小
作
人
か
ら
解
約
す
る
場
合
じ
は
積
地
金
か
ら
差
引
い
て
地
主
の
方
で
取
っ

τ
Lま

ふ
。
山
刷
山
川
船
刊
に
は
中
途
解
約
の
例
少
い
ご
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
地
主
か
ら
解
約
す
る
場
合
に
は
地
上
に
作
物
の
存

す
る
場
合
に
も
小
作
人
の
損
害
に
終
h
賠
償
せ
ら
れ
な
い
の
が
多
い
。
稀
に
は
積
地
金
を
返
却
し
幾
何
炉
の
移
鞠

料
を
支
抑
ひ
又
は
小
作
料
籾
十
石
に
つ
き
三
国
乃
至
五
聞
の
割
合
で
賠
償
す
る
の
も
ゐ
る
。
肇
中
州
に
も
中
途
解

約

ω例
は
乏
し
ド
が
、
小
作
人
か
ら
解
約
す
る
場
合
に
は
、
碩
地
金
が
入
つ

τ居
れ
ば
地
主
は
之
を
波
放
す
る
。

地
主
よ
h
解
約
す
る
場
合
に
は
‘
奮
慣
上
契
約
真
新
期
ピ
な
っ
て
居
る
所
の
中
秋
以
後
に
於
て
之
を
行
ム
ビ
き
に舗

は
、
小
作
人
の
投
じ
h
h

る
整
地
、
和
子
及
肥
料
の
代
償
等
を
賠
償
す
る
こ
Z
が
あ
る
o

A

同
査
中
川
刊
の
特
殊
調
査
の

示
す
所
で
は
、
中
途
解
約
の
場
合
に
、
地
主
が
賠
償
す
る
は
、
止
む
を
得
ざ
る
事
情
の
た
め
立
毛
中
契
約
を
械
楽

す
る
か
、
若
く
は
小
作
人
が
勢
資
を
投
じ
て
漉
切
水
講
を
堀
撃
し
た
か
の
や
う
な
特
殊
の
場
合
に
限
ら
れ
、
極
め

て
稀

r
t記
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
調
査
的
結
果

Z
し
て
表
は
れ
て
居
る
所
で
は
、
契
約
を
破
楽
せ
る
地
主
戸
数
一
、

大
ニ

O
戸
中
に
於
て
賠
償
を
掛
っ
た
の
は
一

O
四
戸
(
六
・
七

μ)に
過
ぎ
な
い
。

皆
川
剛
山
川
に
於
て
も
同
様
に
其
例
乏
し

νが
、
地
主

ω
都
合
に
よ
り
解
約
す
る
場
合
に
は
、
協
議

ω上
其
年

ω
小

歯

直
栂
の
小
作
制
度

第
二
十
穴
巷

八
四
九

第
六
観

五
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作
料
の
一
部
又
は
み
一
部
を
見
じ
、
地
上
物
は
債
格
h
g
見
積
っ
て
賠
償
す
る
の
が
多
い
。
小
作
人
の
不
都
合
に
よ
h

解
約
す
る
場
合
に
は
何
等
賠
償
し
な
い
。
小
作
人
か
ら
解
約
す
る
場
合
に
は
、
飯
納
の
小
作
料
は
返
還
せ
争
地
上

物
に
封
す
る
賠
償
も
行
は
な
い
の
が
普
通
だ
が
、
地
主
に
よ
っ
て
は
極
め
て
稀
に
若
干
の
補
償
金
を
出
す
の
も
あ

る
。
高
雄
州
に
も
同
様
に
其
例
乏
し
〈
、
た
い
V

地
主
一
よ
b
解
約
す
る
場
合
に
は
地
上
作
物
の
牧
穫
高
や
珠
想
し
其

金
額
中
か
ら
小
作
料
を
差
引
い
γ

た
残
b
eぜ
小
作
人
に
支
梯
ひ
、
又
は
作
付
に
要
し
た
人
夫
賃
・
肥
料
代
.
利
子
代

等
を
陪
償
し
た
例
が
ゐ
る
o

小
作
人
か
ら
解
約
す
る
際
に
は
・
小
作
人
に
資
力
ゐ
る
ご
き
は
損
害
を
賠
償
せ
し
め

又
は
小
作
料
の
申
ア
舗
を
納
め

L
め
、
然
ら
F
れ
ば
地
主
が
作
物
を
牧
得
す
る
。

右
に
示
す
所
に
依
て
み
る
吉
、
各
州
ご
も
に
中
途
解
約
に
闘
し
損
害
賠
償

ω支
抑
は
れ
る
例
は
乏
し
い
。
そ
L

て
そ
れ
は
多
〈
は
地
主
か
ら
小
作
人
に
賠
償
を
挽
ふ
も
の
に
つ
い
て
見
た
の
で
ゐ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
ご
い
Y

ふ
の

は
‘
小
作
人
の
方
か
ら
は
特
に
賠
償
金
を
梯
ふ
こ
正
は
少
く
て
も
、
喜
一
鴻
に
は
小
作
契
約
的
保
能
金
た
る
性
質
を

備
へ
た
積
地
金
が
小
作
人
か
ら
地
主
に
提
供
せ
ら
れ
る
慣
例
が
康
〈
存
し
て
居
て
、

ぞ
れ
は
契
約
内
一
締
結
ご
共
に

提
供
す
る
の
だ
か
ら
、
地
主
凶
側
か
ら
い
へ
ば
、
小
作
人
よ
h
解
約
を
申
込
h
U
場
合
に
は
、
色
々
な
理
由
を
つ
け

て
賠
償
的
な
支
梯
を
要
求
し
、
否
騒
な
し
に
之
を
積
地
金
の
中
か
ら
差
引
い
て
取
っ
て
し
ま
っ
た

b
、
或
は
叉
積

地
金
全
部
を
波
牧
す
る
e

』
ご
が
容
易
に
か
ら
で
あ
る
。

き
れ
ば
こ
の
賠
償
り
問
題
に
閥

L
て
は
、
小
作
人
側
に
於
て
は
賞
際
上
か
な
h
多
〈
の
場
令
に
賠
償
を
取
ら
れ

，
 ，
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--



る
に
拘
ら
中
、

地
主
の
側
か
ら
は
之
を
支
梯
ふ
例
が
乏
し
い
の
に
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
両
ニ
己
に
な
る
。

ご
し
て
み
れ
ば
肇
鴻
で
は
小
作
人
は
中
途
解
約
の
行
は
れ
る
場
合
に
も
、
地
主
か
ら
賠
償
を
得
る
こ
ご
は
稀
で

あ
っ
て
各
州
正
も
其
例
に
乏
し
い

ω
に
、
自
ら
は
地
主
に
掛
L
て
之
を
支
梯
ふ
を
伶
儀
な
〈
せ
ら
れ
る
場
合
が
多

い
ご
見
て
大
過
な
い
で
ゐ
ら
う
o

こ
れ
は
拘
に
小
作
人

ω地
位
の
弱
い
が
簿
め
に
生
ず
る
現
象
で
も
ゐ
h
、
叉
そ

の
事
の
怨
め
に
小
作
人
の
地
位
ご
境
過
ご
を

L
て
愈
t
劣
れ
る
も
の
た
ら
し
め
る
こ
ご
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
り

事
が
現
質
的
な
カ
金
有
も
得
る
の
は
賞
ド
蹴
地
金
な
る
慣
習
の
存
す
る
が
矯
め
に
ご
せ
な
は
れ
ば
な
ら
泊
。
こ
れ

割
払
が
碕
地
金
的
制
度
を
以
て
牽
樽
に
於
り
る
小
作
制
度
の
大
い
な
る
欠
貼
正
し
て
後
に
論
ゃ
ん
Z
す
る
所
以
で
ゐ

る
。
内
地
的
小
作
人
の
地
位
も
一
般
的
じ
は
地
主
に
劃
し
て
弱
い
が
、
積
地
金
の
や
う
な
保
詮
金
制
度
的
除
10
行

は
れ
て
居
な
い
だ
り
は
、
般
か
に
官
軍
機
山
小
作
人
に
比
し
て
有
利
の
紋
践
に
在
る
も
の
芭
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ

U

否

内
地
の
小
作
人
が
有
利
の
地
位
に
在
る
ご
い
ふ
よ
り
も
、
豪
揃
聞
の
小
作
人
が
よ
b
以
上
不
利
の
地
位
に
在
る
ご
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

第
七
節

小
作
地
の
責
買
さ
小
作
聞
係

小
作
地
が
貿
買
せ
ら
れ
た
る
際
、
従
来
の
小
作
契
約
は
ど
う
な
る
か
・
新
地
主
Z
従
来
の
小
作
人
正
の
闘
係
は

ど
う
な
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
所
諦
小
作
権

ω
性
質
よ
b
之
を
見

τ、
一
般
論
的
な
こ
E
は
犬
鰻
に
す
「
見

論

第
一
一
十
六
巻
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五
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第
二
十
六
巻

λ 
E 

第
六
鋭

J、

設

蓋
皿
聞
の
小
作
制
度

前

嘗
が
つ
〈
O

即
ち
永
小
作
閥
係
に
於
て
は
永
小
作
機
は
物
離
で
ゐ
る
か
ら
、
小
作
地
が
賓
買
譲
渡
せ
色
れ
る
正

も、

εれ
が
縛
め
に
影
響
を
被
る
ザ
』
ご
は
な
い
。
永
小
作
権
は
所
有
権
に
聾
し
て
濁
立
に
存
在
L
、
や
つ
で
も
第

三
者
仁
掛
抗
す
る
こ
ご
が
出
来
る
か
ら
、
永
小
作
地
を
買
っ
た
新
所
有
者
は
、
た
い

V

従
来
か
ら
の
永
小
作
聞
係
を

つ
ま
り
永
小
作
権
は
土
地
そ
の
も
の
に
〈
つ
つ
い
た
権
利
吉
し
て
ど
一
」
迄
も
附

認
め
之
を
持
繭
す
る
外
は
な
い
。

い

τま
は
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
普
通
の
小
作
関
係
に
至
つ
て
は
、
斯
か
る
物
権
的
な
関
係
で
な
い
か
ら

地
主
ご
小
作
人
己
の
闘
係
は

人
的
関
係
ご
し

τ繋
が
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
従
て
小
作
地
が
寅
買
せ
ら
れ
て
其
所
有
者
が
畿
れ
ば
、
従
前
の
所
布
者

は
最
早
そ
の
小
作
地
の
所
有
者
で
な
い
が
錦
め
に
、
小
作
人
に
劃
す
る
小
作
契
約
上
の
償
椛
聞
係
を
持
品
制
す
る
ご

ご
が
出
来
な
い
I

。
然
る
に
其
小
作
地
を
買
取
っ
た
新
所
有
者
は
、
其
土
地
を
こ
そ
買
取
り
た
れ
、
従
前
の
地
主

JFι

小
作
人
ピ
の
間
の
小
作
契
約
関
係
を
認
め
て
之
を
引
受
け
其
小
作
人
Z
自
分
古
の
聞
に
小
作
契
約
閲
係
を
成
立
せ

し
め
る
か
否
か
は
、
全
く
自
由
で
ゐ
ら
ね
ば
な
ら
向
。
小
作
人
の
側
に
於

τも
亦

奮
地
主
同
様
に
新
地
主
に
封

L
て
も
従
前
団
地
h
の
小
作
契
約
を
諮
る
か
否
か
も
自
由
に
決
定
し
得
る
所
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
小
作
地
の
寅

買
に
よ
り
奮
地
主
ご
小
作
人
=
の
聞
の
小
作
契
約
関
係
は
断
絶
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
、
新
地
主
正
醤
小
作
人

ご
の
問
に
小
作
契
約
が
続
け
巳
れ
る
に
[
て
も
、
そ
れ
は
貨
は
綴
け
ら
れ
る
の
で
は
な
(
て
新
に
諮
ら
れ
る
の
で

ゐ
る
o

そ
し
て
此
新
関
係
を
結
よ
か
結
ば
な
い
か
は
、
賞
事
者
双
方
の
自
由
意
思
に
依
る
外
は
な
い
。

一.・‘・・1・、"



従
て
小
作
地
が
資
質
せ
ら
れ
た
る
際
奮
地
主
ご
奮
小
作
人
ご
の
聞
に
存
し
た
小
作
契
約
閥
係
が
、
新
地
主
に
引

績
が
れ
て
行
〈
か
、
そ
れ
正
も
小
作
地
の
貧
民
正
共
に
欝
小
作
人
ご
の
小
作
聞
係
は
一
止
め
ら
れ
て
し
ま
'
フ
炉
に
閥

す
る
憤
朝
日
は
何
等
定
ま
っ
た
こ

Z
は
な
〈
.
主
ご
し
て
護
地
主
ご
沓
小
作
人

t
の
人
間
関
係
の
如
何
に
依
て
定
ま

た
い
γ

嘗
事
者
の
一
方

E
L
τ
の
地
主
が
代
る
ま
で

る
O

そ
し
て
小
作
附
係
が
共
催
持
続
苫
れ

τ行
〈
場
合
に
は
、

の
こ
芭
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
其
小
作
保
件
に
つ
い
て
ま
た
之
を
縫
嘉
す
る
や
否
や
の
勘
が
問
題
ご
し

τ残
っ
て

来
品
。
然
る
に
従
来
の
小
作
附
係
が
断
た
れ
い
信
小
作
人
己
資
買
き
れ
た
小
作
地
ご
の
闘
係
が
泊
へ

τし
ま
う
場
合

に
は
、
そ
の
小
作
閥
係
の
断
絶
さ
小
作
地
の
引
渡
ご
は
如
何
な
る
時
期
に
於
て
せ
ら
れ
る
か
い
問
題
Z
な
ら

g
る

を
得
な
い
。
此
等
の
貼
に
闘
す
る
肇
潟
各
州
の
慣
習
は
大
関
究
の
ゃ
う
で
あ
る
。

肇
北
州
に
在
て
は
、
契
約
を
田
空
記
せ
る
も

ω
は
、
之
を
其
催
第
三
者
に
謝
抗
し
得
る
か
ら
、

そ
の
小
作
契
約
は

期
間
満
了
ま
で
持
総
き
れ
る
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
然
る
に
普
通
の
場
合
に
在

は
、
奮
地
主
よ
b
小
作
人
に
小
作

地
寅
買
の
旨
を
通
知
し
て
解
約
し
、

小
作
人
は
新
地
主
己
新
に
契
約
す
る
こ
正
も
あ
る
が
、
醤
小
作
人
は
其
催
其

地
に
謝
す
る
閥
係
を
結
合
て
新
小
作
人
が
代
っ
て
小
作
契
約
す
る
の
が
多
い
。
共
際
小
作
保
件
も
援
夏
せ
ら
れ
る

の
が
多
い
。

地
方
に
よ
っ
て
は

寅
買
が
中
秋
(
語
圏
暦
八
月
十
五
日
)
以
後
に
行
は
れ
た
ご
き
は
、
衣
の
一
年
は
従

前
週
b
の
契
約
が
持
越
き
れ
る
も
の
、
実
買

ωこ
ご
ゐ
毛
も
小
作
契
約
期
間
中
は
契
約
を
持
越
す
も
の
、
書
式
契

約
な
る
場
合
に
限
b
其
催
持
越
T
も
の
、
或
は
又
寅
買
に
際
し
強
め
奮
地
主
は
小
作
人
の
意
向
を
き
¥

、
戸
、

，A
副
U

」
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度
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に
於

τ小
作
総
綴
を
希
望
す
る
古
き
は
.
之
を
新
地
主
に
引
継
ぎ
、
大
健
前
契
約
期
間
中
は
之
を
縫
綴
せ
L
h
u
る

も
の
・
或
は
叉
更
に
、
情
誼
ご
し
て
寅
買
後
一
ヶ
年
聞
は
醤
契
約
同
様

ω傑
件
で
耕
作
せ
し
む
る
も
の
な
ど
が
め

る
。
つ
ま
h
慣
習
は
甚
だ
ま
も

y
¥仁
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

新
竹
州
に

τは
、
宮
地
主
は
小
作
人
に
叫
到
し
て
小
作
地
を
貰
っ
た
旨
を
泌
知
す
る
を
例
正
し
、
小
作
人
は
新
地

主
に
夏
め
て
小
作
金
巾
込
む
り
で
ゐ
品
。
此
場
合
に
は
、
従
前

ω契
約
が
書
式
な
る
J

江
口
約
な
る
と
を
問
は
す
、

新
地
主
に
於
て
自
作
せ

F
る
限
b
は
新
に
小
作
保
件
や
協
議
し
て
従
前
り
小
作
人
に
小
作
せ
し
む
る
が
普
通
で
ゐ

る。
壷
中
川
に
於
て
も
従
前

ω小
作
人
は
新
地
主
ご
新
に
契
約
す
る
を
原
則
正
す
る
が
、

地
方
に
よ
っ
て
は
，
資
質

に
際
し
小
作
人
を
紹
介
L
引
鋭
、
き
小
作
せ
し
む
る
協
議
を
錦
す
も
の
、
新
地
主
が
自
作
す
る
に
非
ざ
る
限
ち
大
飽

沓
小
作
人
記
新
地
主
は
嘗
契
約
t
同
一
様
な
る
契
約
を
秘
綴
す
る
も
の
、
貿
貨

ω時
期
が
中
秋
以
後
な
る
ご
き
は

翌
年
の
契
約
時
期
た
る
中
秋
迄
は
奮
契
約
ご
阿
一
な
る
契
約
を
継
続
す
る
も
の
な
ど
が
ゐ
る
。

蓋
白
州
で
は
、
地
上
作
物
収
穫
迄
・
又
は
其
年
内
は
従
前
の
契
約
を
継
縞
す
る
。

高
雄
州
で
は
契
約
期
聞
が
一
作
又
は
一
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
共
期
間
揃
了
ま
で
従
前

ω契
約
を
持
綴
し
、
長

期
契
約

ωも
の
は
地
上
作
物
収
穫
迄
又
は
其
年
内
ど
り
継
続
す
る
。
畑
に
つ
い
て
は
綿
べ
て
某
年
内
は
持
綴
す

る
o 

. .・...幅



要
す
る
に
各
州
ご
も
慣
習
は
色
々
に
な
っ
て
居
品
。
そ
れ
は
つ
ま
h
前
に
遁
ぺ
た
や

F

フ
に
、
普
通
り
小
作
闘
係

に
於
て
は
小
作
権
な
る
も
の
が
確
定
せ
る
物
機
的
な
閲
係
で
な
〈
、
不
安
定
な
人
的
闘
係
に
か
ら
、
蓄
契
約
が
英

催
持
越
苫
れ
る
か
否
か
は
、
新
地
主
ご
奮
小
作
人
己
の
人
的
関
係
に
依
て
定
ま
る
外
は
な
い
か
ら
で
ゐ
る
o

ぞ

L

て
そ
的
底
止
せ
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
・

hx抵
地
上
作
物
の
牧
稜
ま
で
、
主
一
年
内
、
翌
年
の
中
秋
ま
で
-
E
い
ふ

風
に
、
耕
作
上
の
便
宜
を
考
へ
て
殺
さ
れ
る
-
-
E
に
な
っ
て
居
る
。

以
上
設
〈
所
は
普
通
り
小
作
胸
係
に
於
り
る
小
作
権
に
閥
係
ゐ
る
所
り
議
事
項
で
あ
る
。
前
に
之
を
明
か
に

L

た
や
う
に
、
普
通

ω小
作
闘
係
に
於
て
は
小
作
械
ご
い
ふ
た
所
で
、
そ
れ
は
た
い
V

債
権
に
過
ぎ
な
い
の
に
か
ら
、

共
内
容
に

L
て
も
共
掛
抗
力
に
し
て
も
歪
つ

τ貧
弱
な
も
り
た
る
に
過
ぎ
宇
・
右
に
示
す
所
の
各
州

ω慣
行
を
み

れ
川
弘
、
大
慨
に
於

τ其
の
貧
削
摘
さ
か
げ
ん
を
知
る
に
難
〈
な
い
。
併
し
ニ
れ
は
内
地
に
於
て
も
殆
ん
Y
』
同
様
で
ゐ

っ
て
、
普
通

ω小
作
閥
係
に
在
つ
て
は
、
内
地
の
小
作
人
吉
い
へ
ど
も
蔓
悔
の
小
作
人
に
比

L
て
俄
ち
優
れ
た
構

利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
1

0

併
し
そ
れ
に

L
て
も
蓋
鴻

ω小
作
制
度
は
一
般
的
に
い
へ
ば
内
地
の
そ
れ
よ
ち
も

幼
稚
で
あ
る
か
ら
・
従
t
小
作
人

ω有
す
る
機
利
も
、
内
地
に
比

L
真
に
貧
弱
な
も
の
な
る
を
兎
れ
難
い
。

内
地
に
於
て
も
憂
海
に
於
て
も
、
小
作
人
の
有
す
る
権
利
を
ふ
・
少
し
確
貨
な
叉
今
少

L
内
容
を
盤
な
も
の
ご
匁

す
縛
め
に
は
.
y」
う
し
て
も
小
作
法
り
制
定
を
匁
し
て
、
民
法

ω偵
樺
篇
に
於
り
る
規
定
以
外
に
特
別
の
立
法
に

叢

論
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自
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作
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度
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論

望書

事
樽
白
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

八
五
大

第
六
捜

よ
h
・
小
作
権
ご
し
て
の
内
容

ω共
は
れ
る
も
の
を
認
め
る
ニ
己
に
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
共
立
法
を
潟

す
に
は
、
肇
柏
崎
己
内
地
己
を
別
々
じ
す
べ
き
重
大
な
理
由
は
見
蛍
ら
な
い
か
ら
、
荷
も
小
作
法
を
制
定
す
る
か
ら

一
般
的
に
園
内
に
適
用
せ
ら
る
吋
言
法
規
を
制
定
せ
な

け
れ
ば
な
ら
瓜
o

壷
畿
の
慣
行
に
つ
き
共
小
作
制
度

ω寅
放
を
見
れ
ば
、
そ
の
特
性
正
し
て
認
む
べ
き
も
の
は
勿

-
-
ゃ
ia

、
内
地
ご
い
は
宇
朝
鮮
Z
い
は
や
'
吉
宮
崎
ご
い
は
歩
、

論
少
〈
な

νり
れ
ど
も
、

き
れ
ば
芯
て
其
特
性
め
る
が
斜
め
に
小
作
法
の
規
定
を
内
地
ピ
議
出
崎
正
別
々
に
せ
な
り

れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
も
の
は
見
嘗
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
内
地
己
盈
糠
E
仁
共
通
な
る
小
作
法
の
制
定
を
錯
す

こ
Z
の
妨
ご
な
b
、
盈
栂
に
は
特
殊
の
小
作
立
法
を
須
古
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ど
の
、
特
別
な
事
情
や
性
質
が
・
垂
品
開

の
普
通
の
小
作
制
度
に
存
し
て
居
る
ピ
は
忠
は
れ
な
い
。
尤
も
こ
れ
は
小
作
訟
の
内
容
如
何
に
よ
る

-
-
Z
だ
か
ら

あ
ま
b
一
概
に
又
断
定
的
に
は
論
告
ら
れ
な
い
が
、
少
〈
古
も
、
普
通
の
小
作
関
係
に
於
り
る
小
作
植
な
る
も
の

、
性
質
ピ
内
容
ご
封
抗
力

t
e伊
』
定
め
る
法
規
を
設
け
る
だ
け
の
こ

Z
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
内
地
主
蚕
鴻
ご
の
問
に

匝
別
を
立
一
つ
べ
き
理
由
は
見
出
し
難
い
究
第
で
あ
る
。

備
は
小
作
機
に
闘
す
る
記
過
を
錯
す
に
関
聯
し
て
附
記

L
て
置
き
た
い

ζ
Z
は
、
小
作
地
に
閥
す
る
諸
費
用
の

負
地
問
で
ゐ
る
o

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
に
阪
に
一
般
的
の
こ
ご
は
過
ぺ
て
置
い
た
か
ら
、
訟
に
は
例
に
よ
っ

τ、
各

州
の
慣
行
賞
況
を
記
す
に
止
め
る
。

室
町
貯
に
て
は
地
租
、
同
附
加
税
、
農
曾
費
、
土
地
整
理
組
合
費
、
特
別
水
租
等
は
地
主
の
負
携
ご
し
、
特
別

予 a・'..';.，・



水
租
の
無
い
も
の
で
は
普
通
水
租
の
一
部
分
を
負
措
す
る
の
も
め
る
。
天
災
に
よ
る
耕
地
、
埠
洲
、
田
楽
等
の
破

領
は
其
修
繕
費
り
全
部
を
地
主
が
負
傷
し
、
又
は
少
額
な
る
も
の
は
小
作
人
之
を
負
携
し
、
多
額
な
る
も
り
は
地

主
主
ご
し
て
之
を
負
携
し
英
一
部
分
特
に
併
カ
を
小
作
人
に
負
擁
せ
し
む
る
。

新
竹
州
に

τも
・
地
租
・
同
附
加
枕
、
農
曾
費
、
土
地
整
理
組
合
費
・
特
別
水
祖
は
地
主
的
負
強
ご

L
、
小
作

人
は
普
通
水
租
ご
稀
に
特
別
水
祖
ご
を
負
強
す
る
。

憂
中
州
に
ど
も
普
通
水
祖
以
外
川
土
地
に
謝
す
る
会
献
は
す
べ
て
地
主
-
』
れ
を
負
傷
し
、
小
作
人
は
普
通
水
租

ア
淵
路
ー
小
修
刊
明
山
叫
如
3
・
ぜ
門
的
t
る
o

町
長
川
州
h

於
JL
も
之
i

具
ら
J

土
川
仁
割
‘
品
川
幻
訟
は
十
べ
工
地
主

ω
良
川
、
」
な
ウ

τゐ
る

こ
「

h
u
y
:
l

f
、
仇
川
」
ノ

l
l
a

胃
り
地
主
J
F
水
稲
川
h
H俄
に
任

γ
る
所
が
ゐ
る
。

作
卸
小
作
二
行
は

μ
る
地
方
で
は
、

水
机
い
負
刷
闘
も
祈
m
T
U
巳ら
H

い

る
。
災
害
似
債
投
は
大
正
酬
は
地
主
川
hH融
制

F
L小
4
事
は
小
作
人

ω負
撚
ご
す
る
も
り
さ
、
す
べ
て
地
主
が
之

を
負
携
9
る
も
り
正
ゐ
る
。
作
分
小
作
川
口
場
合
に
は
や
は
り
其
費
用
を
折
宇
す
る
。

高
雄
州
に
於
て
も
亦
水
租
以
外
土
地
に
闘
す
る
公
謀
は
地
主
叫
負
据
ご
し
、
普
通
水
租
は
其
全
部
又
は
一
部
分

を
小
作
人
が
負
強
す
る
。
災
害
復
宮
山
買
は
被
害
り
杭
皮
に
よ
っ

τ地
主
小
作
人
協
議
り
上
其
負
婚
制
を
定
め
る
。

す
べ
て
右
に
一
不
す
所
に
よ
っ
て
み
る
己
、
斯
が
る
費
用

ω負
携
は
大
瞳
公
平
に
行
は
れ
て
居
る
ゃ
う
で
ゐ
つ

て
、
土
地
に
闘
す
る
負
携
は
地
主
こ
れ
に
任
宇
る
ご
い
ふ
の
が
原
則
で
ゐ
る
。
た

v
普
通
の
水
租
は
こ
れ
を
土
地

論

韓

選
樽
自
小
作
制
度

第
二
十
六
巻
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八
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八

第
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論

議

蓮
司
田
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

に
闘
す
る
費
用
ピ
見
る
か
、
耕
作
を
行
ム
に
要
す
る
経
営
上
の
費
用
正
み
る
か
じ
よ

b
、
北
(
負
捻
り
問
題
が
R
T
れ

て
来
る
が
・
多
〈
の
地
方
で
は
之
を
経
替
上
に
要
す
る
費
用
正
み
て
小
作
人
が
負
館
す
る
こ
ど
に
な
っ
て
ゐ
る
。

地
主
が
其
全
部
又
は
一
部
分
を
負
携
す
る
所
も
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
は
要
す
る
に
負
機
能
力
に
闘
す
る
こ
ご
で
あ
っ

て
、
小
作
人
が
巳
に
小
作
料
を
手
一
杯
に
掛
は
さ
れ
て
ゐ
ず
し
水
租
ま
で
負
携
す
る
カ

ωな
い
も
の
に
於
て
は
、
地

主
が
二
れ
を
負
捻
す
る
外
は
な

ν
究
第
で
ゐ
る
ω

たい
V

特
別
水
利
郎
も
例
へ
ば
枠
制
開
設
的
掛
川
め
じ
要
す
る
費
用

を
水
祖

ω形
に
於

τ徴
牧
す
る
場
合

ω如
き
は
・
一
五
戒
が
土
地
そ
の
も
の
、
之
を
負
携
す
ぺ
き
費
用
で
あ
る
か

ら
、
地
主
的
負
携
、
己
翁
す
の
で
め
る
。
埠
淵

ω
設
り
ら
れ
た
る
斜
に
畑
地
が
水
田
正
し
て
周
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
開
設
的
震
に
要
す
る
襲
用
正
し
て
特
別
水
祖

ω
徴
せ
ら
る
、
場
合
、
之
を
地
主
が
負
捻
す

る
は
4

官
同
然
で
、
小
作
人
が
負
備
す
べ
き
理
由
は
必
せ
な
い
。

第
八
章

牽
漕
小
作
制
度
の
欠
貼

前
敷
章
に
示
す
所
に
よ
b
、
憂
憶
に
於
け
る
小
作
制
度

ω沿
革
ご
現
朕
正
は
、
英
の
大
様
を
知
る
ニ
ご
が
出
来

る
。
そ
し
て
其
大
様
に
就
い
て
見
た
い

Y

け
で
も
、
肇
融
問
り
小
作
制
度
が
如
何
に
幼
稚
で
如
何
に
欠
駄
に
富
ん

rも

の
で
あ
る
か
を
知
る
に
難
く
な
い
。
今
そ
の
欠
関
正
思
は
れ
る
も
の
じ
つ
い
て
一
々
詮
索
す
る
な
ら
ば
、
日
も
こ

れ
足
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
ら
'
フ
が
、
弦
に
は
就
中
最
も
目
立
っ
た
も
の
を
指
摘
し
て
み
た
い
さ
思
ム
。
之
を
指
摘
す

白.町. ，.・.'夢、.. 



る
噌
』
吉
は
‘

一
方
γ
い
は
今
日
飯
に
現
貨
の
問
題
ど
な
っ
て
表
は
れ
て
居
る
所

ω小
作
問
題

ω原
闘
を
尋
ぬ
る
に
資

す
る
所
あ
る
芭
同
時
に
、
他
方
に
は
之
が
改
善

ω道
を
岡
h
制
度
ご
し
て
今
少
し
完
全
な
も
の
た
ら
し
む
る
方
策

を
考
へ
る
に
つ
い
て
遊
〈
ぺ
か
ら

F
る
所
な
る
が
故
で
あ
る
。

第

官官

契
約
の
様
式
上
の
欠
鮎

先
づ
小
作
契
約
的
様
式
に
つ
い
て
み
る
に
、
引
量
時
に
於
て
は
現
今
に
至
る
も
街
ほ
小
作
契
約

ω大
部
分
は
臼
頑

に
依
て
行
は
れ
て
居
る
。
此
事
は
前
に
も
設
い
た
や
う
に
、
農
民
の
性
情
の
醇
撲
な
時
代
に
於
て
は
却
っ
て
一
つ

の
長
所
ピ
見
る
こ
ご
が
出
来
・
文
書
を
用
ゐ
る
迄
む
な
〈
其
契
約
は
賞
事
者
双
方
に
依
て
曾
重
せ
ら
れ
、
所
謂
一

諾
千
金

ω重
量
を
錦
し
た
も
の
で
ゐ
る
。
げ
れ
ど
も
農
村
に
於
て
も
民
情
が
段
々
経
っ
て
来
て
、
小
作
閥
係
り
如

き
も
四
半
純
な
事
務
的
関
係
正
化
し
、
地
主
も
小
作
人
も
共
に
た
v
利
害
の
打
算
に
依
て
結
ば
れ
に
過
ぎ
な
い
や
う

に
な
っ
て
来
れ
ば
・
契
約
が
文
書
に
依
っ
て
し
っ
か

h
し
た
設
械
を
備
へ
て
居
な
い
と
い
ふ
正
、
契
約
其
者
の
存

舗
に
つ
い
て
も
、
契
約

ω内
容
た
る
諸
僚
羽
に
つ
い

τも
、
械
々
の
紛
議
が
生
じ
、
特
に
其
凶
意
義

ω解
蒋
に
つ

い
て
嘗
謀
者
り
意
見
り
相
誌
を
来
す
や
う
な
場
合
に
は
、
之
が
柏
崎
め
に
紛
擾
り
絶
へ
な
い
こ
ご
に
な
る
。
ま
し
て

小
作
人
側
じ
於
一
L

は
、
契
約
上
の
賞
事
者
己
し
て
的
共
地
位
が
薄
弱
で
ゐ
っ
て
、

正
賞
に
主
張
し
得
べ
き
利
盆
を

も
主
張
し
得
な
い
こ
ピ
に
な
る
。
従

τ小
作
人
は
い
つ
も
弱
者
ご
し
て
泣
袋
入
に
終
る
か
然
ら
ぎ
れ
ば
起
っ
て
小

諭

議

第
六
腕

1ヨ

蜜
暗
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小
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制
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鼓

第
二
十
六
各

六

第
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観

作
守
議
を
起
す
-
』

Z
の
止
h
u
e
ぜ
得
，
き
る
に
至
る
。

λ

六
G

盛
濁
白
小
作
制
度

き
れ
ば
小
作
契
約
が
文
書
を
用
ゐ
な
い
で
、
た

v
口
約
に
依
る
も
の
を
大
多
数
芭
す
る
妹
践
は
・
時
勢
ご
の
相

一
概
に
制
度
の
欠
鮎
ご
は
い
ひ
難
い
の
だ
が
、
時
勢
が
今
日
の
や
う
な
風
に
な
っ
て
来
て
、
共
帥
肌
勢

封
閥
係
上
、

が
壷
潟
に
於
て
も
内
地
に
於
て
も
依
り
著
し
〈
相
違
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
な
っ

τ来
た
か
ら
に
は
、
最
早
明
か
に

制
度
正
し

τの
欠
貼
ご
い
は
な
げ
れ
ば
な
ら
泊
。
従
て
現
今
す
で
仁
新
に
契
約
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
追
々
文
書
仁

依
る
風
に
改
b
っ
、
ゐ
る
や
う
だ
が
、
立
(
未
だ
改
ら
。
3
る
も
の
は
、
契
約
の
保
項
特
に
契
約
の
織
綴
す
べ
き
期
間

Z
か
〈
と
た
々
々
の
生
じ
る
原
因
ピ
な
ら

e
さ
る
を
得
な
い
。

等
に
つ
い

τ約
束
が
瞬
除
な
潟
に
.

第
二
節

小
作
期
間
に
闘
す
る
欠
酷

口
頭
契
約
を
以
て
す
る
や
う
な
幼
稚
な
小
作
制
度
に
於
て
は
、
契
約

ω継
続
す
ぺ
き
期
間
に
つ
い
て
は
、
何
等

の
明
か
な
約
束
無
き
を
常
ご
す
る
リ
大
抵
は
た
hv
官
事
者
双
方

ω意
思
が
契
約
の
継
総
を
肯
ん
宇
る
限
h
こ
れ
を

継
け
て
行
く
Z
ν

ふ
風
で
ゐ
る
。
つ
ま
り
か
、
る
無
期
限
契
約
に
於
て
は
、
契
約
を
や
め
や
う
ど
思
へ
ば
何
時
で

も
や
め
る
ニ
芭
が
出
来
、

や
め
る
場
合
に
は
得
慣
上
大
鐘
定
ま
っ
た
時
季
に
於
dL
小
作
地
の
引
渡
伝
怨
す
こ
ご
の

出
来
る
や
う
、
や
は
り
習
慣
上
凡
そ
定
ま
っ
た
日
子
を
は
い

τ解
約
ベ
謙
告
佐
す
る
が
、
双
方
に
止
由
る
意
思
り

ー
、
'
民
ム
リ
止
、

1
t
F
t
 何
時
迄
も
契
約
が
引
紛
い

J

し
行
〈
り
で
め
る
。

古
れ
ば
此
日
刊
川
契
約
は

v

や
は
り
農
村
り

4
情
が

• 
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安
定
し

τ居
1
・
地
主
ピ
小
作
人
ど
は
情
詑
的
に
親
善
な
川
係
を
も
う
て
肘
る
時
代
に
は
.
多
〈
い
而
例
な
く
(

て
割
合
に
困
揃
に
惜
叫
ん
で
行
〈
を
例
Z
す
る
。

り
れ
ど
も
現
今

ωや
う
に
阪
に
大
い
じ
時
勢
が
品
開
っ
て
、
農
村
に
於
げ
る
地
主
小
作
人
的
問
も
事
務
的
関
係
ご

化
し
て
し
ま
は
ん
ご
す
る
時
代
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
新
か
る
無
期
限
契
約
を
以
て
し
て
は
、

ご
か
く
紛
議
山
益
じ

易
き
を
如
何
正
も
[
難
い
。
従
来
は
壷
機
に
在
て
は
、
普
通
的
小
作
関
係
で
ゐ
h
J
乍
ら
、
契
約
は
十
年
も
十
数
年

も
持
縦
さ
れ
て
、
永
小
作
で
も
な
い
の
に
場
合
に
依

τは
小
作
人
は
父
子
相
鋭
い
て
同
一
地
を
小
作
す
る
ご
い
ふ

や
う
な
の
も
め
っ
た
の

rが
、
現
在
で
は
拍
車
年
そ
ん
な
風
に
は
行
か
な
〈
な
っ
て
茶
花
。
従
て
小
作
期
間

ω如
き

は
契
約
的
結
ぼ
れ
る
際
明
除
に
之
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
此
事
口
頭
契
約
が
文
書
契
約
に

品
開
ら
な
け
れ
ば
な
ら
凶
事
情
Z
関
聯
し
て
段
々
明
白
な
必
要
事
正
化
し
っ
、
ゐ
る
。

そ
し
て
小
作
期
闘
が
明
約
百
れ
る
こ
ご
に
な
る
か
ら
に
は
、
無
期
限
的
な
契
約
閥
係
の
持
織
さ
る
、
も
の
に
於

て
は
、
少
〈
正
も
解
約
の
時
季
及
其
輸
措
告
期
間
に
闘
し
て
だ
り
は
明
確
な
契
約
の
潟
さ
れ
ね
ば
な
ら
同
こ
正
に
な

る
。
文
書
に
依
る
事
務
的
な
契
約
仁
於
て
も
無
期
限
契
約
の
第
百
れ
な
い
理
由
は
な
い
か
ら
、
又
そ
の
怨
さ
れ
る

こ
古
の
便
刺
な
る
事
情
も
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
場
合
に
は
、
こ
の
解
約
に
閲
す
る
契
約
金
明
か
に
し
て
置
け
ば
よ

し、。
然
る
に
時
情
は
大
い
に
品
由
化
し
っ
、
あ
る
に
拘
ら
争
、
契
約
は
依
然
ご
し
て
背
風
な
不
確
買
な
内
容
を
以
て
行

目前

軍

盛
岡
聞
の
ゆ
作
制
度

第
二
十
戸
内
容

A 
プ《

第
内
観

七
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盛
司
自
小
作
制
度

論

強

部
二
十
大
盤

λ
Jハ

第
プミ
搬

λ 

は
れ
て
居
る
所
に
、
査
機
今
日
の
小
作
制
の
弱
駄
が
存
在
す
る
。

第
三
節

小
作
料
に
閲
す
る
欠
鮎

次
に
契
約
保
項
ご
し
て
甚
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
小
作
料
じ
っ
h
v

て
み
る
に
、
大
抵
幼
稚
な
小
作
制
度
に
在

て
は
、
小
作
料
は
た
ご
へ
定
額
制
正
な
っ
て
居
る
場
合
仁
於
て
も
、
作
柄
の
恵
か
っ
た
年
に
は
何
程
か
の
割
引
を

す
る
の
が
例
で
あ
る
。
我
が
内
地
に
於
り
る
慣
習
も
や
は
り
さ
う
い
ふ
風
に
な
っ
て
居
る
。
此
内
慣
習
ゆ
出
来
て

居
る
の
は
、
必
意
幼
稚
な
小
作
制
の
下
に
於
て
は
、
地
主
り
地
位
が
強
い
も
の

rか
ら
小
作
料
は
地
代
的
理
論
な

ど
に
係

τ支
配
せ
苫
れ
る
の
で
は
な
〈
、
一
中
索
取
b
得
ら
れ
る
に
り
の
も
の
を
取
b
、
小
作
人
に
は
た
u
y

彼
等
が

漸
〈
生
き
て
行
り
る

rけ
の
も
の
を
残
し
奥
へ
る
己
い
ふ
有
様

rか
ら
、
少
し
風
水
害
や
虫
害
な
H

と
に
遭
っ
て
作

の
思
か
っ
た
年
に
は
、
小
作
料
を
ま
げ
て
や
ら
な
げ
れ
ば
小
作
人
は
食
っ
て
行
け
な
い
か
ら
の
こ
ご
で
ゐ
る
。

然
る
に
も
拘
ら
守
、
豪
悔
の
小
作
慣
行
に
於
て
は
定
額
小
作
料

ω契
約
ゐ
る
も
の
に
就
い

rτ
は
、
小
作
料
的
減

国
見
は
行
は
な
い
の
が
例
で
ゐ
っ
て
、
錨
租
ご
か
磁
板
租
ご
か
死
祖
ご
か
い
っ
て
、

二
品
不
動
な
る
も
の
Z
せ
ら
れ

て
ゐ
る
o

こ
れ
は
官
軍
隊

ω小
作
人
の
や
う
な
貧
弱
な
小
作
人
に
取
っ
て
は
随
今
苦
痛
で
、
此
駄
か
ら
み
た
彼
等
の

境
越
は
・
内
地
の
普
通
の
定
額
小
作
料
小
作
人
よ
h
も
劣
れ
り
ご
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
英
古
ロ
利
な
ど
で
之
を
見

る
や
う
に
小
作
が
純
企
業
的
に
進
ん
で
居

τ
小
作
料
は
貨
幣
で
一
定
額
を
納
入
す
る
こ
己
に
な
っ
て
居
h
、
然

Marshall. PrincipIes of Economics. vol. 1. p. 724自.4) 
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か
も
小
作
人
の
地
位
は
強
〈
て
、
多
〈
地
主
に
譲
ら
十
、
小
作
料
は
地
代
理
論
の
示
す
所
を
標
準

Z
L
て
定
ま
る

様
な
小
作
制
度
で
め
る
な
ら
ば
、
小
作
料
の
減
兎
な
〈
、
年

ω
県
凶

ω
如
何
に
拘
ら
す
小
作
人
は
契
約
百
通
h
の

定
ま
つ
h
M

額
を
納
入
す
こ
ご
に
何
内
不
思
議
も
な
い
。
寧
ろ
斯
〈
り
如
〈
な
っ
て
居
る
こ
ご
が
其
制
度

ω
特
色
を

怨
し
、
作
の
豊
凶
共
他
一
切
の
損
得

ω危
険
を
小
作
人
に
於
て
負
婚
す
る
こ
ピ
が
、
小
作
人
を
し
て
純
企
業
家
た

ら
し
め
る
所
以
ぜ
な
る
。
併
し
こ
れ
は
斯
か
る
進
歩
せ
る
純
企
業
的
な
小
作
制
に
つ
い
て
の
こ
ご
た
る
に
過
ぎ
な

ぃ
。
こ
れ
を
移
し
て
肇
潟

ω
や
う
な
幼
稚
な
小
作
制
に
常
飯
め
る
-
-
E
は
出
来
な
い
。
出
来
な
い
仁
拘
ら
A
V
壷
尚

で
は
小
作
料
が
確
定
額
に
な
っ
て
居
て
、
小
作
人
が
作
柄
の
豊
凶
に
件
ふ
危
険
を
一
初
負
捻
ず
る
寅
版
ゐ
号
」
ご

は
、
小
作
人
の
境
地
を
し

τ甚
に
困
難
な
る
も
的
た
ら
し
め

g
る
を
得
な
い
の
で
ゐ
る
。

向
又
豪
、
尚

ω慣
包

E
L
τ
は
、
小
作
契
約
は
前
に
遁
ぺ
た
や
う
に
口
約
で
無
期
限
的
な
の
が
多
い
も
の
だ
か

ら
、
小
作
料
は
地
主
の
意
思
に
依
っ
て
白
由
に
引
上
げ
ら
れ
る
ニ
ぜ
、
な
る
場
合
が
少
〈
な
い
。
郎
も
地
主
は
米

贋
が
騰
貴
し
た
h
、
或
は
又
寧
に
現
在
の
小
作
人
の
支
梯
ふ
所
よ
h
も
多
い
小
作
料
を
支
抑
は
ん
E
申
出
づ
る
者

が
ゐ
っ
た
b
す
る
や
う
な
際
に
は
、
任
意
に
小
作
料
を
引
上
げ
、
小
作
人
之
に
慮
守
ゴ
る
に
於
て
は
小
作
契
約
を

解
い

τし
ま
う
-
」
Z
に
す
る
。
新
〈

τ小
作
料
は
小
作
人
の
取
替
へ
ら
れ
る
度
に
少
し
づ
、
引
上
げ
ら
れ
、
小
作

料
引
上
の
目
的

rけ
で
小
作
人
が
取
替
へ
ら
れ
る
-
』
正
に
な
る
。

之
は
官
軍
樽
り
小
作
制
に
於
り
る
小
作
人
の
権
利
が
不
硲
貸
で
、
其
櫨
利
b
z
保
護
す
ぺ
き
道
の
備
は
っ
て
居
な
い

論

富
岡
町
白
小
作
制
皮

プL

棋

第
二
十
穴
場

λ
武
三

第
大

観

巴 ，
， ' "・'.・.. 



最

事
皿
司
自
小
作
制
度

歯

第
ニ
十
六
魯

λ
占
円
四

第
六
揖

四
O 

錦
め
に
生
余
る
現
象
ベ
内
地
に
於
て
も
多
少
事
情
の
似
た
所
は
あ
る
が
、
t

そ
の
事
自
櫨
は
明
か
ド
墨
梅
小
出
作
制

度
の
有
す
る
一
つ
の
欠
典
ご
い
は
ね
ば
な
ら
向
。
新
〈
の
如
き
有
様
を
以
て
し
で
は
、
到
底
小
作
人
は
安
神
し
て

業
務
念
行
つ

τ行
〈
に
難
〈
、

一
定

ω計
蓋

ω下
に
秩
序
ゐ
る
経
携
を
傍
み
難
い
の
み
な
ら
や
、
農
業
に
伶
ふ
利

い
つ
も
貧
弱
な
水
呑
百
姓
正
し
て
の
境
渇
に
在
る

盆

ω大
部
分
は
常
に
小
作
料
正
し
て
捲
上
げ
ら
れ
て
し
ま
。
、

外
は
な
V

。

第
問
節

解
約
及
賠
償
に
附
す
る
欠
貼

i

次
い
小
作
挺
約
山
解
約
引
に
ら

μ
る
場
合
い
つ
い
l

見

7
u
制
度
ハ
欠
鮎
ピ
鬼
叫
け
H
H

ば
な
ら
叫
も

叫

が

ゐ

る
ο
郎
も
宿
に
一
不
可
や
う
に
元
来
契
約
が
口
約
に
依
る
瞬
昧
な
も
い
り
で
ゐ
る
た
め
に
、
刷
用
約
は
地
主
川
意
思
仁
依

て
寅
に
容
易
に
叉
簡
単
に
行
は
れ
る
。
例
へ
ば
小
作
人
が
た
い
V

一
回
小
作
料
を
納
入
し
な
か
っ
た
ご
か
滞
納
し
た

ピ
が
い
ふ

rり
で
解
約
す
る
や
う
な
極
端
な
こ
ご
も
行
は
れ
得
る
し
、
某
他
た
い
V

車
に
小
作
料
を
引
上
げ
る
だ
け

の
目
的
で
解
約
す
る
の
も
ゐ

b
、
そ
れ
は
頗
る
容
易
に
行
は
れ
る
。
叉
小
作
地
が
頁
買
譲
渡
せ
ら
れ
た
際
に
も
小

作
り
解
約
せ
ら
れ
る
場
合
が
少
〈
な
い
。
品
向
り
事
情
は
や
は

b
右
に
述
べ
た
事
情
正
同
様
に
小
作
人
り
幡
利
が
一

般
的
に
不
確
貨
な
所
か
ら
生
宇
品
次
第
で
、
之
が
縛
め
仁
小
作
人

ω経
済

ω安
定
せ
.2
る
ニ
ご
は
小
作
料

ω関
係

に
於
り
る
ピ
回
調
る
所
な
〈
、
制
皮
正
し
て
は
大
い
な
る
欠
勤
古
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。



前
に
其
慣
行
に
つ
い
て
示
し
た
や
う
に
、

特
に
は
、

解
約
の
行
は
れ
る
際
に
、

小
作
人
が
契
約
存
続
期
間
中
に

小
作
地
に
劃
し
て
錦
し
た
改
良
工
事
な
ど
に
闘
し
・
賠
償
を
行
ふ
こ

Z
に
関
す
る
慣
習
が
十
分
に
諮
っ
て
居
な
い

で
、
地
主
の
方
か
ら
は
、
其
賠
償
の
ゐ
ま
り
せ
ら
れ
な
い
の
が
、
賞
際
の
般
態
な
る
こ

t
は
、
小
作
人
に
取
っ
て

は
甚
だ
不
利
益
の
こ
正
た
ら

g
る
を
得
な
い
。
小
作
地
仁
劃
し
て
掃
局
さ
れ
た
る
改
良
工
事
の
如
き
も
の
は
、
.
土
地

そ
の
物
に
品
到
し
て
震
さ
れ
た
る
も
の
で
、
之
に
依

τ或
は
土
地
の
生
産
カ
が
増
加
し
た
h
或
は
耕
作
上
便
利
に
な

っ
た

h
し
て
、
要
す
る
に
土
地
の
債
値
伝
惜
唱
す
も

ωな
れ
ば
‘
地
主
に
於
て
之
に
相
賞
す
る
刊
い
け
の
補
償
を
小
作

人
に
支
梯
ふ
の
は
賞
然
の
こ
芭
で
ゐ
る
。
之
を
支
梯
は
な
け
れ
ば
土
地

ω須
佐

ω増
加
し
た
る
だ
け
は
地
主
が
不

嘗
利
得
す
る
・
』
芭
に
な
る
。

d 

叉
解
約

ω際
小
作
人
が
小
作
地
上
に
有
す
る
作
物
山
如
き
も
‘

そ
の
ま
、
土
地

Z
共
に
地
主
に
返
さ
る
、
場
合

地
主
に
於
て
相
嘗
倒
格
的
賠
償
を
潟
す
ぺ
持
は
嘗
然
で
、
い
そ
の
行
は
れ
グ
る
場
合
に
は
、

や
は
ち
地
主
は

-
圃
み
」
扇
、

l

t

 

不
嘗
利
得
す
る

-
-
t
に
な
る
。

然
し
此
等
川
賠
償
に
闘
す
る
事
項
は
、
牽
楠
岡
山
慣
習
に
於
て
は
十
日
7
確
定
し
て
居
な
い
で
、
共
行
は
れ
，
S
る
場

合
多
量
一
』

Z
は
阪
逃
川
通
h
で
あ
る
。
ま
し
て
之
に
閥
す
る
仲
間
規
り
備
は
れ
る
も
り
な
き
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
然

る
に
獅
つ

τ小
作
人
側
か
ら
地
主
に
劃
し
て
潟
す
ペ
き
賠
償
に
つ
い

τは
、
一
冗
来
肇
陶
山
小
作
慣
行
己
し
て
は
、

か
、
る
場
介
に
劃
す
る
保
抗
叫
hw
た
る
性
質
ev-有
す
る
横
山
川
合
な
る
も
叫
が
、
契
約
凶
結
ば
れ
る
際
小
作
人
か
ら
地

歯

叢
園
町
山
小
作
制
度

強

第
ニ
十
大
血
官

λ
-
h
E
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p~ 
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華
輔
の
小
作
制
度

議

第
二
十
六
巷

λ
穴
式

輸

第
六
揖

四

主
に
納
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

ν
つ
も
其
中
よ
ム
り
引
去
っ
て
取
上
げ
ら
れ
る
ニ
ご
に
な
っ

τ居
品
。
此
勤
ま
ニ

言
に
片
手
落

ω
ヨ
』
ご
で
ゐ
つ

τ、
小
作
人
が
品
に
不
利
盆

ω立
場
に
置
か
れ
て
ゐ
る
を
掩
ふ
に
由
が
な
い
。
此
の

保
誰
金
た
る
出
問
地
金
に
閲
す
る
慣
習
は
、
内
地
に
於

τは
多
〈
見
る
を
得
な
い
所
で
、
↓
盤
機
小
作
制
度

ω有
す
る

最
大
欠
鮎
吉
見
て
も
差
支
な
い
で
ゐ
ら
'
フ
。
地
主
の
方
か
ら
は
一
ど
度
牧
納
し
た
積
地
金
は
何
言
か
彼
ご
か
文
句

を
つ
け
て
返
す
ま
い
ご
努
め
る
風
も
あ
る
か
ら
、
何
等
貼
償
の
責
任
の
無
い
や
う
な
場
合
に
も
、
結
局
は
地
主
に

取
上
げ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
従
て
質
探
に
於
て
は
磁
地
金
は
小
作
料
の
前
納
た
る
ニ
正
に
な
h
、
然
か
も
そ
れ
は
品
川

分
の
附
加
小
作
料
で
ゐ
る
か
ら
、

そ
れ
に
り
は
持
泌

ω小
作
料
が
高
く
な
る
わ
け
で
、

さ
な
き
だ
に
高
い
小
作
料

ω上
に
又
更
に
か
、
る
不
常
な
伶
分
小
作
料
を
取
ら
れ
、
小
作
人
は
や
h
胡
れ
な
い
こ
己
に
な
っ
て
し
ま
う
。

尤
も
積
地
金
の
慣
明
同
ゐ
る
は
、
北
部
地
方
で
ゐ
っ
て
、
南
部
地
方
に
は
多
〈
共
慣
習
を
見
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。

第
五
節

積
地
金
の
性
質
及
其
慣
行

試
に
少
し
〈
積
地
金
な
る
も
の
ご
其
行
は
れ
る
慣
管
正
に
つ
い
て
翻
る
に
、
醤
憤
調
査
第
一
回
報
告
書
の
示
す

所
左
の
如

L
o

「債
b
A
砂
磯
ノ
義
ナ
レ
川
碕
地
ト
ρ

荒
蕪
地
ヲ
指
λ

壷
鴻
-
一
於
ケ
庁
総
-7
ノ
回
国
ρ

元
是
砂
磯
地
-
一

v-ア
土

地
ノ
業
主
-
一
於
一
一
ア
之
-
一
努
力
ヲ
施
γ
以
ア
耕
作
-
一
通
λ
F
F
-

至-フ
V

メ
タ
ル
毛
ノ
ト
ス

調世耕一回報世骨一上告二百じ十四 ニ官七十七頁4) 
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依
二
僻
地
銀
ト
』
破
地
ニ
勢
力
費
用
ヲ
施
V

タ
片
ヲ
以
テ
之
ヲ
他
人
-
一
引
渡
シ
耕
作
セ
V

ム
y

↑一嘗
P
之
ヲ
賂

償
セ
シ
ム
b
F

，
義
ナ
η
ノ
ト
雌
ト
屯
一
英
性
質
-
一
歪

y
ア
プ
全
ク
一
極
/
保
護
金
ニ
ジ
ア
本
邦
内
地
-
一
於
ケ
U
F

借
家
ノ

敷
金
ト
其
性
質
ヲ
同
ア
ス
而

v-ア
積
地
金
川
業
主
-
一
於
ア
小
作
期
限
間
無
利
息
品

-7
之
ヲ
利
用
2

Y

コ
ト
ヲ
得
ル

ヲ
本
則
ト
V
若
伺
人
エ

uv-
プ
小
杭
其
他
ノ
租
穀
納
付
ヲ
怠
9
タ
U
F

ト
キ
』
其
中
ヨ
リ
ノ
之
7
如
除
ジ
ヌ
期
限
-
一
-
至
リ

岡
田
幽

l
共

一
切
ノ
附
刷
物
ヲ
返
混
ス
む
て
一
常
H

ノ
若
伺
人
ノ
賞
-
一
任
ス
可
キ
段
損
等
ア

W

ト
キ
川

一
時
之
ヲ
留
保

ジ
又
』
武
(
中
ヨ
リ
ノ
之
力
賠
償
ヲ
受
ク
へ
キ
毛
ノ
ト
ス
又
佃
人

-
-
v
p
租
穀
ノ
怠
納
ナ
ク
期
限
ニ
歪
9

7
共
返
港
義

務
ヲ
完
丁
ス
ル
ト
キ
川
業
主
ρ

之
ヲ
佃
人
-
一
越
泣
セ
サ
作
可
-
フ
ユ
蓋
此
慣
習
A

F

W

ヤ
常
初
一
蛍
悔
ノ
佃
人
タ
ル
多
ク

』
和
市
一
産
津
波
ノ
民
-
一

V

7
徳
義
-
一
乏
ジ
ク
信
刑
務
ク
然
カ
毛
行
政
ノ
散
漫
ナ
ル
↓
公
カ
ニ
依
P
共
縦
利
ノ
確
保
ヲ
問
自

ム
能
川
崎
y

ル
ノ
事
情
ヨ

y
漸
ク
養
成
セ
フ
ド
タ
ル
毛
ノ
ナ
U
F

へ
V

硫
地
銀
ノ
珂
m
A
常
事
者
間
ノ
協
定
-
一
依

y
岡
闘
ノ
小
租
額
ヲ
標
準
ト
V

ア
之
守
定
メ
契
宇
中
-
一
明
記
ス
左
レ
川

回
同
ノ
等
級
附
胤
岡
山
武
ノ
有
無
品
位
ノ
如
何
ニ
依
F
又
穀
償
ノ
高
低
ニ
図

y
差
異
ア
ケ
屯
ノ
エ

V

一
プ
縦
済
ノ
進
歩

ト
共
-
一
漸
次
高
騰
ス
W

傾
向
ヲ
有
旦
(
中
陥
)
小
租
7
前
納
ス
戸
一
場
合
-
二
通
常
之
ヲ
現
紛
ト
滞
日
V

般
地
銀
ナ
キ
ヲ

例
ト
旦
要
之
陵
地
銀
ρ

素
ヨ
リ
毎
年
納
入
ス
可
キ
小
租
額
ヲ
標
準
ト

V

7
之
ヲ
定
ム
ル
毛
ノ
ナ

p
ト
雌
ト
毛
之
ト

反
謝
--m
幌
地
銀
額
ノ
多
少
モ
亦
小
和
額
ヲ
定
ム
ル
-
一
付
キ
影
響
ヲ
有
ス
ル
壬
ノ
タ

P
換
言
ス
レ
川
崎
地
銀
ノ
多
額

ナ
ル
司
ノ
』
之
ヨ
吋
ノ
生
ス
ル
利
息
額
如
何
ヲ
考
察
U

以
-
一
ア
小
租
額
ヲ
減
少
λ

ル
ヲ
常
ト
ス
之
ヨ
リ
一
再
ア
ト
キ
ハ
的

論

盛
憾
。
小
作
制
皮

問

叢

第
ニ
十
六
巻

『、-、ぃ-

d
d

，
 

第
六
雄



首首

叢

高
抽
閣
の
小
作
制
度

第
ニ
十
穴
住

λ
六
λ

都
大
観

11'1 
胆司

地
銀
ニ
杷
劃
的
無
利
息
ナ
U
F

ニ
非
旦

V
7
只
佃
閥
係
ノ
解
鮒
-
一
際

v
業
主
ヨ
リ
例
入
品
返
還
ス
可
キ
額
』
常
初
預

y
タ
戸
観
-
一
超
へ
す
w
コ
ト
ヲ
意
味
λ

Y

毛
ノ
ト
云
フ
可
ク
則
碕
地
銀
ヨ
9
生
ス
ル
利
息
ρ
b
m
-
一
小
税
額
ヲ
以
7

差
引
勘
定
セ
ラ
レ
ッ
、
ア
U
F

毛
ノ
ア
ソ

横
地
銀
授
受
ノ
時
期
目
佃
契
約
ρ

通
情
質
際
小
作
ヲ
始
ム
可
共
年
ノ
前
年
陰
暦
八
月
品
之
ヲ
締
結
λ
y
ヲ
例
ト
ジ

此
締
結
ト
共
-
一
先
ブ
定
期
金
(
則
手
附
)
ト

V

7
金
金
額
ノ
十
分
ノ
一
ヲ
納
レ
衣
7
其
年
ノ
秋
稲
刈
入
ノ
際
其
十
分

ノ
囚
ヲ
納
レ
次
-
プ
ヌ
共
年
十
月
小
作
人
月
小
和
ヲ
納
ム
ル
時
夏
一
一
十
分
ノ
四
ヲ
入
レ
最
後
-
一
目
的
対
ニ
移
住
1

F

時

(
泌
常
多
至
ノ
前
十
日
二
移
住
λ
)
-
↑至
Y

7
残
金
ヲ
完
納
ス

磁
地
(
銀
?
)
ノ
授
受
』
一
-
一
賞
事
者
ノ
徳
義
信
用
ニ
恭
ク
故
ニ
若
田
園
ノ
業
主
ニ

V

一
ア
惇
徳
不
信
プ
ラ
ン
カ
之
カ

掛
川
ニ
仙
人
/
家
町
可
キ
損
害
少
v

l
セ
λ

何
者
側
人
ノ
機
利
川

多
ク
ノ
場
合
ι

於

-ym一
一
回
困
7
賃
借
ス

片
-
一
過
キ
サ
ル
ヲ
以
ア
業
主
カ
岡
国
ヲ
他
人
工
良
却
ジ
又
』
之
ヲ
出
典

v
或
ρ

起
耕
胎
借
ニ
附
旦
戸
ト
キ
』
佃
人

プ
後
ノ
業
主
又
川
崎
県
胎
主
-
一
山
首
V

佃
拙
ヲ
主
総
V

符
λ

U

7

白
一
フ
撤
退
セ
サ
ル
一
吋
ラ
デ
知
新
場
合
ニ
於
テ
佃
人
川

何
人
ヨ
リ
ノ
時
四
地
銀
ノ
川
越
附
ヲ
受
ク
可
キ
ヤ
着
後
ノ
業
主
叉
』
典
主
-
一

U
V
7
佃
人
ノ
請
求
-
一
肱
セ
A

而
ジ
日
プ
車
両
業
主

同
一
無
資
カ
ナ
ラ
Y

カ
伺
人
ノ
椛
利
』
謂
山
レ
ナ
グ
燥
蹴
減
却
L
t
-
フ
戸
、
ノ
不
幸
ヲ
見
サ
庁
可
一
フ
ラ
此
勤
-
一
樹
ス
ル

査
機
ノ
慣
明
日
ト

v
-
7
円
相
笛
業
主
内
出
資
又
ρ

出
典
-
一
際
V
線
メ
受
取
叫
ノ
タ
戸
一
備
地
銀
額
ヲ
明
示
γ
之
ヲ
契
宇
中
ユ

記
入
ジ
責
償
額
又
』
典
耐
恨
州
制
ヨ

P
碩
地
録
制
剛
ヲ
抑
制
殺
γ
b
p
w
銀
額
ヲ
受
取

y
碕
地
銀
返
誕
ノ
義
務
』
之
ヲ
買
主
叉

• 1 



山
典
主
-
一
移
付
ス
W

ヲ
常
ト
ス
於
是
乎
買
主
叉
』
典
士
エ
カ
挽
回
ヲ
要
求
Z

Y

ニ
二
傾
地
銀
A

自
ラ
之
ヲ
支
出
セ
す

片
可
一
ヲ
ス
回
忌
即
時
制
地
銀
ノ
授
受
ρ

一
-
一
常
事
者
間
ノ
徳
義
信
用
ヲ
主
要
ト
ス
ル
所
以
-
一

V
7然
カ
毛
蚕
鴻
-
一
於
矛

A

此
間
紛
議
ヲ
生
旦
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
ト
セ
λ

故
-
一
一
僻
地
銀
返
還
ノ
義
務
ρ

恨
ム
ザ
土
地
ノ
業
主
カ
如
何
-
一
一
後
抽
出
1
声

毛
現
在
ノ
業
主
-
一
於
ア
之
ヲ
負
携
λ

可
キ
毛
ノ
ト
規
定
ス
戸
カ
叉
』
碕
地
銀
ア
戸
田
圏
三
向
日
一
叉
ρ

山
県
ス
ル
-
一

品
川
蛤
ス
佃
人
ヲ
毛
加
へ
三
面
合
議
ヲ
要
I

F

毛
ノ
ト
規
定
ス
ル
カ
ノ
必
要
ア

9
ト
信
λ

ル
ナ
リ
」

硫
地
金

ω性
質
及
之
に
伴
ふ
法
律
閥
係
は
布
に
引
用
す
る
所
に
依
て
J
〈
並
(
要
旨
を
知
る
-
」
ピ
が
出
世
帯
ゐ
ご
思

は
れ
る
が
、
ぞ
れ
に
依
工
見
て
も
如
何
に
比
慣
習
ゐ
る
ニ
さ
が
地
主
に
便
利
に
し
て
小
作
人
に
不
利
な
る
か
を
察

す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
同
よ
b
共
習
慣
の
出
来
上
が
る
に
つ
い
て
は
、
多
〈
の
場
合
無
資
産
に
し
て
待
人
色
よ

〈
わ
か
ら
な
い
移
住
者
を
小
作
人
ご
す
る
閥
係
上
小
作
料
や
小
作
地
に
閲
す
る
損
害
賠
償
金
に
訓
劃
す
る
保
護
金
ご

じ
て
、
柏
崎
め
横
地
銀
の
如
き
も
の
を
取
っ

τ抵
〈
必
要
が
在
っ
た
か
ら
の
一
』
正
で
、
禁
事
情
は
諒
正
せ
な
け
れ
ば

な
ら
必
が
・
今
日
に
手
一
る
も
向
斯
〈
の
如
き
慣
習
が
侍
は
っ
て
居
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
善
良
な
る
小
作
人
に
取
っ

て
は
大
い
な
る
苦
痛
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
れ
刷
。
之
を
以
て
牽
鴻
小
作
制
度
の
有
す
る
一
大
欠
陥
ご
見
る
ニ
ご
は
決

L

て
不
蛍
で
な
い
。
前
に
も
示
し
た
や
う
に
、
地
主
に
誠
意
の
な
い
場
合
は
、
積
地
銀
は
結
局
小
作
人
に
返
還
せ
ら

れ
な
い
で
、
何
ご
か
彼
d
h
r
日
〈
を
附
け
て
浅
股
せ
ら
れ
る
こ
正
に
な
っ
た

b
‘
小
作
地
が
資
実
せ
ら
れ
又
は
鎗

保
に
供
せ
ら
れ
て
移
に
蕗
品
川
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
小
作
人
は
其
返
還
を
得
な
い
で
泣
寝
入
り
に
な
っ
た

h
す
る

論

議
制
附
選
樽
白
小
作
制
此

事
二
十
六
巻

第

扱

E

、‘、
L

Y
プ
J

フ

E崎
五

'. . 



恐
が
多
い
の
だ
か
ら
、

険
地
銀
を
納
入
す
る
打
け
は
、

第
二
十
六
巻

つ
ま

h
小
作
料
が
高
く
な
る
わ
り
で
、
小
作
人
は
年
々
納

λ
七
O

第
六
鋭

岡
大

自市

議

謀
略
白
小
作
制
度

め
る
普
辿
り
小
作
料
以
外
に
前
挑
的
に
碩
地
銀
り
名
的
下
に
品
川
分
り
小
作
料
を
納
め
た
に
過
ぎ
な
い
結
川
端
正
な

る
Q

目
ノ
」
は
ま
-
}
正
に
小
作
人
を
昔
む
る
い
甚
し
き
も
り
で
、

き
た
き
に
に
貧
崩
な
小
作
人
は
重
荷
り
上
仁
量
荷
を

.
負
は
苫
れ
る
次
第
で
あ
る
。

向
這
附
り

4
備
に
つ
い
て
は
.
今
少
し
詳
か
に
古
車
悦
各
地
方
に
行
は
れ
る
憤
管
に
つ
い
て
其
民
放
を
知
る
必
要

が
ゐ
る
か
ら
、
以
下
例
に
よ
っ
一

τ各
州
慣
行

ω似
裂
を
示
し
て
み
や
ラ
o

長
北
川
じ
で
は
小
作
契
約

ω締
結
吾
る
、

J

と
き
に
は
定
頭
金
正
い
ふ
名
で
知
ら
れ
た
る
違
約
金
を
小
作
人
か
ら

地
主
に
交
付
す
る

ω
が
皆
、
辿
で
あ
る
。
共
額
は
泌
品
川
二
闘
に
が
、
時
に
は
二
十
闘
前
後
に
上
ぽ
る
も
の
も
ゐ
り
、

又
時
叫
地
金

ω十
分
一

E
定
む
る
も

ωも
ゐ
る
G

磁
山
地
金
は
小
作
料

ω
保
越
金
で
ゐ
つ

τ、
稀
な
例
正
し

τは
地
去
り
信
用

ω厚
い
小
作
人
に
は
之
を
要
せ
な
い

の
も
ゐ
る
が
、
普
通
じ
は
水
田

ω小
作
契
約
は
必
中
之
を
授
受
す
る
o

北
(
額
は
小
作
糊
台
斗
一
石
(
六
斗
)
に
つ
き

ニ
闘
を
普
遍

t
L、
交
辿

ω
不
仰
な
地
で
は
一
回
若
〈
は
一
回
五
十
銭
己
定
め
る
も
の
も
ゐ
る
。
畑

ω一
小
作
料
は

前
に
遁
べ
た
や
う
に
大
抵
前
納
に
か
ら
積
地
銀
合
納
め
な
い
の
に
が
、

小
作
料
後
納

ωも
の
に
在
つ
て
は
小
作
料

破
地
銀
納
付
的
方
訟
は
、
共
一
部
を
定
頭
金
己

L
て
小
作
契
約
締
結
己
同
時
に
納
入
L
溌
額
を
多
至
耕
作
地
引

百
凪
に
つ
き
四
十
回
乃
至
六
十
回
の
も

ωが
あ
る
。

0，，" 



l
i
l
-
-
l
l
l
p
!
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l
l
i
-
-
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I
l
l
i
-
-

波

ω
行
は
れ
る
際
に
納
付
す
る
o

又
は
第
二
期
作
牧
穫
後
に
残
額
り
宇
九
T
t
f
納
め
民
残
額
は
耕
地
引
渡
後
郎
も
小

作
人
が
団
安
に
移
糊
す
る
際
に
納

U
る

ωも
ゐ
る
。
前
に
駕
憤
調
査
曾

ω報
告
書
中
か
ら
引
用
し
て
示
し
た
の
ゆ

此
方
法
h
f
指
す
の
で
あ
る
。

地
主
は
小
作
契
約
期
間
内
は
破
地
金
を
無
利
子
で
保
管
す
る
を
例
正
し
稀
に
全
額
又
は
字
額
に
利
子
を
附
り
る

の
が
ゐ
る
o

破
地
金
返
泌

ω
方
法
は
解
約
巾
込
期
(
主

t
L
て
中
秋
)
仁
定
預
金
に
賞
る
金
額
を
泣
付
し
、
或
は
叉

第
二
作
牧
穫
後
に
作
品
(
字
額
又
は
三
分
一
を
返
越
l
残
額
は
小
作
料
的
完
納
ご
共
に
返
議
事
る
。
岡
山
荒
川
附
い
て
居

る
小
作
地
仁
於
て
は
、
小
作
人
が
国
策
h
z

退
去
す
る
際
を
の
備
付

ω
探
物
を
持
去
る
を
防
内
、
第
仁
碕
担
金
り
一
部

を
M
M
保
し
、
異
以
な
き
を
昆
極
め
た
上
で
之
を
返
附
す
る
の
も
あ
る
o

新
醤
小
作
人
交
替

ω場
合
に
は
、
積
地
金
は
地
主
立
釘

ω上
で
新
小
作
人
か
ら
奮
小
作
人
に
変
付
す
る

ω
が
多

、。新
竹
州
に
於
て
も
硝
地
金

ω慣
行
は
到
る
所
に
が
し
、
そ

ω慣
行
無
主
地
方
ピ
て
は
殆
ん
い
と
無
い
w
z
h
v

っ
て
よ

ぃ
。
そ
し

τ共
慣
行
は
大
腿
盈
北
州
ご
何
時
ら
な
い
。
た
い
V

地
方
に
よ
っ
て
定
閥
金
の
こ
子
炉
』
、
小
作
人
か
ら
地
主

に
納
付
す
る
ご
き
仁
は
池
定
金
正
呼
ぴ
、

壷
中
州
で
は
北
部
H
A
肇
中
市
附
返
り
地
に
は
一
般
に
碕
地
金
内
慣
行
が
ゐ
る
。
芸
名
務
は
地
方
に
よ
っ
て
或
は

地
主
か
ら
小
作
人
に
返
送
す
る
ご
き
に
は
設
定
(
駒
)
金
ぜ
い
ふ
。

地
時
叫
金
ご
い
ひ
抵
土
金
ご
い
ふ
所
が
ゐ
る
。
定
以
金
は
定
金
ご
い
ふ
。
や
は
ム
リ
訪
問
制
金
は
小
作
料

ω
保
設
金
で
定
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事
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此

第
ご
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六
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静

雄

一
蜘
金
は
契
約
半
通
約
川
町
で
ゐ
品
。
右
以
外
り
川
方
t

は
小
作
川
に
封
鳴
る
小
作
人
け
続
守
バ
大
な
ゐ
ご
主
、
地
主

が伽阻
l

り
た
る
現
金
を
裂
す
る
己
主
、
小
作
入
山
白
川
川
一
清
い
ご
さ
な
y-

於
l
-
U
F
A

街
地
%
引
を
徴
す
る

Q

金
額
は
定
山
金
は
山
地
二
凶
v
a
b
五
川
位
で

叫
叫
い
川
令
は
小
作
料
籾
学
功
一
石
じ
っ
き
一
一
凶
前
後
己
な
フ
ー
ゐ

る
が
、
面
秘
に
よ
b
f
叩
に
つ
き
打
幽
乃
至
二
百
刷
似
に
定
的

qo
り
も
ゐ
る
o

授
受

ω方
法
は
他
州
正
多
く
異
ら
な
い
が
、
返
附
f
る
場
命
に
は
結
後
山
小
作
料
納
入
£
引
替
に
一
行
ム

b
山
が

多
い
。碕

地
金
に
謝
し
て
は
利
子
を
附
け
な
い
の
己
、
利
子
に
営
る
額
(
一
|
二
割
)
を
小
作
料
中
か
ら
差
引
(
も
り

E

あ
る
。
猶
地
主
的
中
に
は
多
額
り
碩
地
金
を
提
供
せ
し
め
て
無
利
子
で
使
用
し
其
代
h
小
作
地
を
無
償
で
使
用
せ

し
め
る
の
も
め
る
。

華
南
州
に
は
一
般
に
は
碕
地
金

ω慣
行
が
な
い
。
た
hv
地
方
に
よ
っ
て
は
小
作
面
積
の
大
な
る
場
合
、
地
主
が

未
成
年
で
後
見
人
を
立

τな
い
場
合
、
現
金
を
必
要
ご
す
る
場
合
に
行
は
れ
る
こ
ご
が
ゐ
る
。
か
、
る
場
合
に
は

小
作
料
は
普
通
よ
h
一
、
二
割
安
い
o

碕
地
金
の
外
に
抵
土
金
、
覆
地
金
、
帯
地
金
等
の
名
縛
が
用
ぬ
ら
れ
る
。

定
一
腕
金
は
定
金
ご
い
ふ
。

碩
地
金
の
額
は
小
作
料
籾
千
斤
じ
っ
量
何
十
回
、
又
は
一
ヶ
年
の
小
作
料
換
算
編
に
相
賞
す
る
金
額
、
叉
は
一

甲
に
つ
き
何
十
回
ご
い
ふ
風
に
定
め
る
。
そ
の
授
受
の
方
法
は
他
州
ご
違
は
な
い
が
、

た
い
定
金
の
み
を
徴
牧
す

.. w ~，ザ



る
例
が
あ
る
。

高
刻
川
に
も
一
般
的
に
は
碕
地
金
に
閲
す
る
慣
行
が
な
い
。

た
い
書
式
契
約
の
己
主
、

契
約
的
特
に
長
き
さ

き
、
又
は
小
作
地
内
面
積
が
特
に
大
与
る
ご
き
、
小
作
人

ω信
用
薄
弱
な
る
さ
き
、
耕
地
に
謝
す
る
競
争
大
な
る

ご
き
、
地
主
が
小
作
入
り
小
作
料
減
目
見
要
以
に
備
へ
ん
ご
す
る
Z
き
な
H

と
に
、
稀
に
積
地
金
を
徴
す
る
こ
芭
が
あ

る
o

名
稽
正
し
て
は
地
碇
金
・
防
机
金

時
叫
成
金
な
ど
と
い
は
れ
る
こ
ピ
も
あ
る
o

授
受

ω方
法
は
磁
地
令
に
つ
い
て
は
契
約
百
同
時
に
、

時
暗
記
す
る
も
の
は
格
記
済
ご
共
に
慢
受

L
、

1

1

1
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時
世
記
せ
る

も
の
に
ゐ
つ
て
は
契
約
修
了
し
て
務
記
抹
消
さ
れ
る
ご
共
に
返
返
す
る
。

金
制
は
一
甲
に
つ
き
幾
子
ご
定
め
る

ω
が
普
通
だ
が
、
稀
に
は
一
人
幾

T
ご
定
め
る

ω
も
ゐ
る
。

保
管
巾
利
子
を
つ
け
な
い
も
的
吉
、
八
分
乃
至
一
割
位
的
利
子
を
見
て
之
を
小
作
料
か
ら
差
引
も
の
ご
ゐ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
碕
地
金
り
仰
慣
は
、
前
仁
一
言
し
た
や
う
に
主
に
北
部
地
方
に
存
し
、

市
郎
地
方
に
は

式
行
は
れ
る
は
刈
つ
一

τ例
外
的
な
場
合

ω
ゃ
う
で
あ
る
。
之
に
は
色
阜
の
珂
向
が
め
る
で
あ
ら
う
が
、
南
部
地
方

は
早
〈
開
け
て
小
作
人
も
持
定
し
て
居
h
、
小
作
契
約
聞
係
色
従
て
安
定
し
て
、
最
早
多
〈
保
証
金

ω必
要
も
な

(
な
h
、
慣
行
は
時
代
叫
慨
過
己
共
に
漸
次
消
滅
に
向
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
だ
古
も
想
像
せ
ら
れ
る
し

叉
南
部

地
方
に
は
廿
探
り
北
培
が
成
〈
行
は
れ
・
そ
れ
は
現
代
的
な
製
糖
曾
此
の
企
業
ご
碇
按
に
漣
絡
し

τ
居
る
所
か

ら
、
共
栽
培
に
閲
4
る
色

t
な
事
情
も
か
な
り
進
歩
せ
る
も
の
で
ゐ
b
・
小
作
関
係
の
如
き
も
従
て
梢
t
整
っ
て
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λ
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居
る
銭
め
に
碕
地
金
の
如
き
脇
田
・
り
よ
〈
な
い
慣
習
は
行
は
れ
る
か
山
地
が
狭
め
ら
れ
た
も
の
E
も
考
へ
ら
れ
る
。
を

し
て
球
園
に
於
り
る
事
情
は
水
回
小
作
附
係
に
も
影
響
せ

F
る
を
符
な
い
ー
か
ら

自
然
市
方
地
方
で
は
一
般
的
な

積
地
金

ω慣
習
伝
少
な
か
ら
し
め
た
も
的
正
察
せ
ら
れ
る
。

要
す
る
仁
硫
地
金
り
制
度
は
‘

小
作
人
に
収
つ
て
は
共
負
抱
七
過
重
な
ら
し
む
る
も
の
で
、

た
己
へ
そ
れ
が
防

償
金

JELτ
取
上
げ
ら
れ
い
な
い
迄
も
、

川
被
利
千
で
保
一
此
金
を
納
め
て
居
ゐ
ご
い
ふ
に
け
で
巴
に
議
鴻
り
小
作
人

ω

や
う
な
貧
弱
な
も
の
に
は
聴
か
ら
さ
る
負
抑
た
る
を
免
れ
い
な
い
。

ご
に
か
〈
か
、
る
慣
行

ω存
す
る
は
、

議
機
小

作
制
度
り
欠
鮎
ご
謂
叫
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
記
す
所
じ
よ
り
盛
山
附
り
小
作
制
度

ω
賀
川
臥
じ
閲
す
る
一
般
的
な
税
総
は
一
通
り
行
仰
っ
た
江
川
山
は
れ
る

Q

倫
は
此
川
一
覧
紋
か
ら
し
て
は
、
小
作
守
訟
や
、
之
が
剣
決
の
た
め
に
せ
ら
れ
る
公
私
的
施
設
や
、
真
に
は
康
〈
引

い

τ
一
般
的

ω燥
民
迩
助
や
が
表
は
れ
T
来
る
次
第
文
此
等
に
つ
い
て
も
是
非
似
袋
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

そ
れ
等
迄
及
ん
で
庖

t
は
、
誌
上
山
一
論
文
己
し
て
は
俄
b
長
く
な
る
か
ら
、

一
肱
弦
に
地
帯
を
捌
話
、
右
等
に
就

い

τは
虫
輩
出
岡
山
山
小
作
間
凶
及
農
民
運
削
ご
し
て
贈
を
改
め

τ起
稿
す
る
こ
ご
に
せ
う
。
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